
資料３活動団体（地域づくり認定団体）の組織の形について

行政との連携・調整・相談・検討

参加団体間の連携・調整・補完・情報共有

「地域づくり推進会議モデル試行実施要綱」
に基づき設置

推進会議の参加者を中心として設立

「設立の届出に関する要綱」（新設）に基づき届出

会則を制定

承認

参加

参加

参加

• 事務局（住所）
• 構成員
• 役員
（選任、任務、任期）

• 会議
（総会、役員会の開催や機能）

• 会計
（会計年度、帳簿、監査）

①

➂

④

活動⑤

地域づくり認定団体

②
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活動団体の会員

活動団体（地域づくり認定団体）をどんな組織にするか？
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一つの活動団体の中で、グループ（部会）を設置
し、プロジェクトを進めていく。

 一つの組織のルール
（会則）

 グループ（部会）間
で連携して活動

 団体全体で資金管理
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